
令和８年５月２９日作成
福島県農業振興課

番号 内容 質問 回答

1 目的 本事業の目的は何か。

スマート農業の導入により、地域の実情に応じた部分作業の受託や共
同での活用など、広く地域の農業者がスマート農業の恩恵を享受し、
地域農業の維持・発展させていくためのモデルとなる取組を支援する
ことを目的としております。

2 事業実施主体
どのような者が事業実施主体となるこ
とができるのか。

農業者で組織する任意組織、農業法人、農業協同組合、農業協同組合
の関連会社その他、知事が認める組織のうち、原則として県内に拠点
を置く組織及び県内に本店を有する農業法人、会社が対象です。

3 事業実施主体
農業者で組織する任意組織とは具体的
にどのような組織のことを指すのか。

農業者で組織する任意組織は、次の（１）～（３）のすべてを満たす
組織とします。
（１）代表者の定めがある。
（２）組織及び運営について規約の定めがある。
（３）会計処理について規約の定めがある。

4 事業実施主体
事業実施主体となるための要件はある
のか。

本事業で導入するスマート農業機械等を活用して、農業またはサービ
スの提供を行うことが規程で定められている必要があります。

5 補助対象経費
どのような費用が補助対象経費となる
のか。

本事業で補助の対象となる経費は下記の（１）と（２）であり、
（１）と（２）の取組は一体的に取り組む必要があります。
（１）スマート農業を活用する仕組みづくりや組織の活動等に要す
   る経費
（２）スマート農業機械等の導入経費

6 補助対象経費

スマート農業を活用する仕組みづくり
や組織の活動等に要する経費とは具体
的にどのような費用のことを指すの
か。

主に以下の（１）～（５）の費用のことを指します。
（１）事業を実施するために直接必要な会議等を開催する場合の会
   場費
（２）取組に必要な技術指導等を受けるための謝礼として、依頼し
   た専門家に支払う経費、
（３）取組に直接必要な事業実施主体等が行う先進地視察等に必要
   な経費
（４）取組の実施に当たり直接必要な受講料等の経費
（５）事業実施のため導入した農機の登録料に係る経費

7 補助対象経費
スマート農業を活用する仕組みづくり
や組織の活動等とは具体的にどのよう
な取組のことを指すのか。

【例１】
本事業で導入する農薬散布用ドローンのオペレーターを育成するた
め、技能認定ライセンスを取得するともにドローン保険に加入する。
【例２】
地域内での取り組みを円滑に進め、よりよい活動につなげるため、取
組に参加する地域の農業者等を参集し検討会を行う。

スマート農業で結ぶ地域農業の発展支援事業 Q＆A

注 令和８年５月２９日時点版であり、今後変更があり得ることに留意願います。



8 補助対象経費
スマート農業を活用する仕組みづくり
や組織の活動等に要する経費で申請で
きない経費はあるのか。

以下の（１）～（５）に該当する経費は、事業の実施に必要なもので
あっても、所要額に含めることができません。
（１）福島県多様な農業支援サービス事業体の活動支援事業補助金
   等交付要綱第６条の交付の決定（以下「交付決定」とい
   う。）の前に発生した経費（同交付要綱第７条により交付決
   定の前に着手した場合を除く。）
（２）交付金対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控
   除税額（交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相
   当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定によ
   り仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当
   該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地
   方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて
   得た金額）
（３）経費の根拠が不明確で履行確認ができない取組に係る経費
（４）農業以外に使用可能な汎用性の高い機器等（例：パソコン
   等）の導入に要する経費
（５）その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び
   本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費

9 補助対象経費
スマート農業を活用する仕組みづくり
や組織の活動等に取り組むに当たり留
意事項はあるのか。

取組に参加する農業者や農林事務所（農業振興普及部・農業普及
所）、関係機関・団体等を参集し、地域農業を維持・発展させていく
ための仕組みづくりや取組に関する検討を行うこと、また、農林事務
所（農業振興普及部）等の支援を受けて、導入したスマート農業機械
等を有効に活用し検討した内容を実践していくことが必要となりま
す。

10 補助対象経費
既に所有しているドローンの機体登録
料や技能認定に係る受講料については
補助対象になるのか。

補助の対象となるのは、本事業で導入した機械に係る費用に限りま
す。

11 補助対象経費
スマート農業機械等とは具体的にどの
ような機械のことを指すのか。

補助対象とするスマート農業機械等は、以下のとおりです。
・自動操舵システム
・直進アシスト機能付き農機
・自動運転トラクター
・収量・食味コンバイン
・無人自動走行農機
・農業用ドローン及びその他自動航行機能を有する農業用無人航
 空機
・草刈機（自律走行式又はリモコン式のもの、水田抑草ロボット
 を含む）
・自動水管理システム
・可変施肥機能を有する農機
・全自動野菜移植機
・局所施肥機（側条施肥田植機を含む）
・RTK-GNSS基地局（GNSSによる制御を要する機械と同時に導
 入する場合に限る）
・その他、協議により県が認めるスマート農業機械等

12 補助対象経費
導入するスマート農業機械等の付属品
は補助対象となるのか。

事業計画で目的としている性能を発揮するために必要な専用の付属品
（汎用性が高い付属品は不可）については、スマート農業機械等の導
入経費として補助対象となります。



13 補助対象経費
スマート農業機械等を導入するに当た
り、留意事項はあるのか。

導入予定のスマート農業機械等の能力・規模が適正であるか確認して
ください。
また、機械導入の際は、動産総合保険等の保険（盗難補償及び天災等
に対する補償を必須とする）に確実に加入してください。

14 補助対象経費
スマート農業機械等の導入のみに取り
組むことは可能であるのか。

本事業はスマート農業を活用する仕組みづくりや組織の活動等とス
マート農業機械等の導入を一体的に取り組む必要があるため、いずれ
か一方のみの取組は補助対象外となります。

15 補助対象経費 補助率や補助上限はあるのか。

補助率及び補助上限については、以下のとおりです。

16 補助対象経費
スマート農業機械等の導入経費に係る
補助率における中山間地域はどのうよ
うな地域のことを指すのか。

本事業における中山間地域とは、次のいずれかに該当する地域として
おります。
（１）過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年
   法律第19号）第２条、第３条、第41～43条の規定に該当する
   市町村。
（２）山村振興法（昭和40年法律第64号）第７条第１項の規定に基
   づき指定された地域。
（３）特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備
   の促進に関する法律（平成５年法律第72号）第２条第１項の
   規定に基づき指定された地域。

なお、中山間地域の考え方については、事業実施地区単位で上記
（１）から（３）に該当する地域か否かを整理し、中山間地域に該当
する事業実施地区の面積（2020年農林業センサスによる旧市町村単位
での作付面積）が事業実施地区全体の面積の８割以上の場合とする。

17 補助対象経費
中古の機械等についても対象となる
か。

中古の機械等については補助対象とはなりません。

18 補助対象経費
リース導入の場合も補助対象となるの
か。

購入のみが対象のため、リース導入は補助対象とはなりません。

19 採択要件 本事業の採択要件はあるのか。

本事業の採択要件は以下のとおりとしております。
（１）広く地域の農業者がスマート農業の恩恵を享受できるよう地
   域の農業者が10戸以上参加する取組とすること。
（２）持続的な地域農業を実現するモデルとなる取組となるよう参
   加する農業者の戸数や面積を維持・拡大する取組であるこ
   と。
（３）スマート農業の活用や仕組みづくりに当たっては農林事務所
  （農業振興普及部・農業普及所）の指導を仰ぐこと。

20 採択要件
採択要件の「取組に参加する農業者」
とはどのような方を指すのか。

採択要件の「取組に参加する農業者」とは、組織の構成員と本事業の
取組による受益者のことを指します。

21 採択要件
地域の農業者が10戸以上参加する取組
とあるが、いつの時点で10戸以上参加
できていればよいのか。

目標年度の取組に参加する農業者の戸数が10戸以上であれば、採択要
件を満たします。



22 事業実施期間 事業実施期間はいつまでなのか。

実施要領第11のとおり、事業の実施期間は単年度とします。また、交
付要綱第14条のとおり、補助金の交付決定があった日の属する年度の
３月10日までに実績報告を行う必要があるので、それまでに事業を完
了する必要があります。

23 事業実施期間 着手日はいつになるのか。

（１）仕組みづくりや組織の活動等の取組については、例えば、先進
地視察研修に係る旅費であれば、研修先への依頼文書を発出した日、
地域で検討会を行う際の会場使用料であれば、会場使用を予約（申し
込み）した日、資格取得に係る受講料であれば、資格取得研修の申し
込みを行った日などが着手日に該当します。
（２）機械の導入の取組については、機械の発注日・契約日が着手日
に該当します。
なお、事業の着手日は、（１）（２）の各取組のうち、一番早い取組
の着手日となります。

24 事業実施期間
事業実施期間内に取組をどこまで完了
させる必要があるのか。

（１）仕組みづくりや組織の活動等の取組及び（２）機械の導入の取
組について、原則、3月10日まで支払いが完了している必要がありま
す。
事業の完了日は、（１）（２）の各取組のうち、一番遅い取組の完了
日となります。

25
目標年度及び成
果目標

目標年度はいつなのか。
目標の年次は、事業実施年度の５年後です。
例えば、事業実施年度が令和８年度であれば、目標年度は令和13年度
となります。

26
目標年度及び成
果目標

どのような成果目標を立てる必要があ
るのか。

「取組に参加する農業者（戸数）」、「事業実施する農地の面積」
「事業実施する農地の面積に占めるスマート農業機械等を共同利用す
る面積の割合」、「関係機関から支援を受けた回数」の項目について
目標を定めてください。
なお、目標値に上限はありませんので、達成可能な目標を定めてくだ
さい。

27
目標年度及び成
果目標

成果目標の達成はどのように確認する
のか。

実施要領第10のとおり、事業実施年度から目標年度の翌年度までの
間、毎年度の事業実施状況を様式第11号、様式第11-1号及び様式第12
号により確認します。
事業実施主体は該当様式を各市町村へ提出し、各市町村は取りまとめ
て福島県（各農林事務所等）へ提出してください。



令和８年○月○日作成
福島県農業振興課

番号 内容 質問 回答
1

2 目的 本事業の目的は何か。

担い手が減少し、地域農業の存続が危惧される中、限られた担い手に
よる営農の展開には、スマート農業技術の更なる推進が不可欠となっ
ています。
そこで、スマート農業の導入により、地域の実情に応じた部分作業の
受託や共同での活用など、広く地域の農業者がスマート農業の恩恵を
享受し、地域農業の維持・発展させていくためのモデルとなる取組を
支援することで、地域でのスマート農業の活用が進み、効率的で持続
的な農業生産体制の維持を図ることを目的としています。

3 事業実施主体
どのような者が事業実施主体となるこ
とができるのか。

原則として県内に在住または本店等の事業所を有する農業者、農業法
人、農業生産組織、農業団体が対象です。

4 事業実施主体
事業実施主体となるための経営面積の
要件はあるのか。

原則として、事業実施計画作成時点で農業経営面積が１ha以上である
ことが要件です。

5 事業実施主体
福島県内での営農実績があるが、県外
に在住または本店等の事業所がある場
合は事業実施主体となれないのか。

原則として県内に在住または本店等の事業所を有する農業者、農業法
人、農業生産組織、農業団体を対象としています。

6 補助対象経費
どのような費用が補助対象経費となる
のか。

福島県が設置するＲＴＫのシステムを活用できる下記のスマート農業
関連の機械等導入（購入）に要する経費が対象です。
①自動操舵システム
②自動操舵機能付きトラクタ
③ＧＰＳレベラー
④自律飛行機能付きドローン
⑤自動操舵機能付き田植機・コンバイン
⑥その他県が認める機器
 ※自動操舵機能を有する既存の機械を福島県が設置するＲＴＫのシ
ステムに対応させるために必要な経費を含む

7 補助対象経費
中古の機械等についても対象となる
か。

中古の機械等については補助対象とはなりません。

8 補助対象経費 補助率や補助上限はあるのか。 補助率は２／３以内で、１補助事業者当たり上限は1,500千円です。

9 補助対象経費 補助条件はあるのか。
福島県が令和6年度に設置する予定のRTK基地局を５年以上利用する
ことと、福島県が調査分析を行う際にはご協力いただくことが条件と
なります。

10 補助対象経費

補助事業を活用して複数台の機械等を
導入することは可能か。
また、複数台導入する場合に実施計画
書の「９ 経営の改善に向けた取組」
はどのように記載すれば良いのか。

複数台を導入することも可能ですが、１補助事業者当たりの補助上限
額は1,500千円です。
複数台の導入を計画する場合、実施計画書の「９ 経営の改善に向け
た取組」は導入する機械等全てを活用した場合の目標を記載してくだ
さい。

11 補助対象経費
リース導入の場合も補助対象となるの
か。

購入のみが対象のため、リース導入は補助対象とはなりません。

12 補助対象経費
実施要領別表の備考にある「優先枠」
とは何か。

本事業の活用により、様々な形態の農業経営において、経営の改善が
図られることを目標としているため、特定の機械等のみが採択となら
ないよう機械等の種類ごとに一定の優先枠を設けています。

13 補助対象経費

｢メードインふくしまロボット導入補助
金」対象の機種であって、補助金枠の
不足等により同事業の選考から漏れた
場合は本事業の対象となるか。

「原則として」なので、その場合は本事業の対象となります。

スマート農業で結ぶ地域農業の発展支援事業 Q＆A

注 令和８年○月○日時点版であり、今後変更があり得ることに留意願います。



14 事業実施期間 事業実施期間はいつまでなのか。

要綱第10条のとおり、補助金の交付決定があった日の属する年度の３
月10日までに完了報告を行う必要があるので、それまでに事業を完了
する必要があります。 本事業は令和６年度予算の事業であるため、事
 業完了予定日は令和７年３月３１日までとする必要があります。

15 事業実施期間
事業実施期間内に取組がどこまで終
わっていれば事業の完了となるのか。

事業実施期間内に、機械の導入（納品）や精算が完了している必要が
あります。

16
目標年度及び成
果目標

目標年度はいつなのか。 目標の年次は、事業実施年の翌年から５年目です。

17
目標年度及び成
果目標

どのような成果目標を立てる必要があ
るのか。

「経営面積の拡大」「単収の向上」「省力化」の中から１つ以上の項
目について目標を定めてください。
なお、目標値に上限や下限はありませんので、達成可能な目標を定め
てください。

18
目標年度及び成
果目標

成果目標の達成はどのように確認する
のか。

事業実施年度の翌年度から５年間、毎年度の実績報告を実施要領様式
第９号及び同別添により福島県へ提出してください。
記載内容及び報告時期は、当該年の12月末時点の実績について、翌年
１月末までに報告してください。

19 その他

県域団体や１農林管内で複数の市町村
にまたがって活動する補助事業者の場
合、実施要領第３の２（２）の市町村
への通知はどこまで通知されるのか。

原則、居住地または所在地の市町村に対して通知します。

20 その他

実施要領第３の３(２)及び(３)におい
て「知事に届け出る（提出する）」と
されているが、所管する農林事務所長
を経由して本庁農業振興課（知事）へ
提出するという認識でよいか。

所長までとし、本庁農業振興課までは提出しなくて構いません。

21
（令和6年5月２
９日更新）
事業計画書

事業計画書の「認証GAP」の有無につ
いて、本補助事業で導入する農機を活
用したいと考えている品目とは別の品
目で認証GAPを取得している場合で
も、「認証GAPを取得している」とし
て良いか。
（例：トマトで認証GAPを取得してい
るが、本事業で導入する機械は、認証
GAPを取得していない水稲のみで活用
する）

本事業で導入する農機を活用する品目で認証GAPを取得している場合
のみ、「認証GAPを取得している」にチェックを入れてください。
なお、事業計画書作成時点で対象品目において認証GAP取得に向けて
申請中（審査中）である場合は、今後認証GAPの取得が見込まれるこ
とから「認証GAPを取得している」にチェックを入れてください。

22
（令和6年5月２
９日更新）
対象経費

複数台のトラクタ等に後付けで自動操
舵システムを導入する場合において、
容易に付け替えができない部品のみ2
台分を購入し、容易に付け替えが可能
な部品は1台分を購入して2台で使い回
す運用は、対象経費として認められる
か。

RTKに対応する自動操舵システムが稼働するために必要な部品であれ
ば事業対象として認め、特に台数の制限は設けません。
なお、事業計画書はシステムの主要機能を占める機器・部品の台数に
応じたものとしてください。

23
（令和6年6月3
日更新）
対象経費

自動操舵システムの機器への取り付け
に必要な工賃は、対象経費として認め
られるか。

自動操舵システムがRTKに対応して稼働するために必要なものである
ことから、対象経費として含めていただいても構いません。

24
（令和6年6月6
日更新）
事業計画書

事業計画書の担い手の区分について、
「認定農業者または認定新規就農者」
について、今後認定予定の場合はどの
ように考えればよいか。

事業計画書作成時点で申請中の場合は、今後認定が見込まれることか
ら「認定農業者または認定新規就農者」の区分にチェックを入れてく
ださい。



25
（令和6年6月6
日更新）
事業計画書

事業計画書の「策定済みの地域計画に
おける農業を担う者」もしくは「人・
農地プランにおける中心経営体」につ
いて、今後位置づけられる予定の場合
はどのように考えればよいか。

事業計画策定時点で市町村公告となっているもの（地域計画の場合は
「案の公告」となっているもの）に位置づけられている場合は、事業
計画の該当の区分にチェックを入れてください。

26
（令和6年6月13
日更新）
その他

補助事業を活用して導入した機械等に
ついては、農機具共済等の保険へ加入
する必要があるのか。

農機具共済等の保険への加入は義務づけておりませんが、自然災害や
万が一の事故による損害等のリスクを考慮すると、農業経営の安定を
図る観点から加入することをご検討ください。

27
（令和6年6月13
日更新）
補助対象経費

補助事業を活用してドローンを導入す
る際、付属品や追加のバッテリー、発
電機なども補助対象経費となるのか。

薬剤タンク等、ドローンを用いる作業に直接的に必要となる付属品は
補助対象経費とします。
また、目標面積を達成するために必要なバッテリーについては補助対
象経費としますが、必要個数の説明資料（任意様式）を添付願いま
す。
機体の登録料など、RTKシステムの活用に限らず必要な経費について
は補助対象外となります。
発電機についても汎用性が高いなどの観点から、補助対象外としま
す。

28
（令和6年6月13
日更新）
その他

補助事業で後付けの自動操舵システム
を導入した場合、耐用年数の考え方を
どのようにすれば良いのか。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）
機械及び装置の耐用年数のうち農業用設備として、耐用年数7年とし
てください。

29
（令和6年6月13
日更新）
その他

補助事業で既存のGPS機能付きのトラ
クターを、RTKシステム対応にアップ
デートした場合、耐用年数の考え方を
どのようにすれば良いか。

アップデートの方法により異なると考えますので、個別にご相談くだ
さい。

30
 （令和6年11月
 12日更新）
 事業計画書

 令和6年度追加募集の際に、事業計画
 書に記載する「現状値」や「目標値」
 はいつの時点を基準に記載すれば良い
 のか。

 「現状値」は令和6年の数値とし、「目標値」は令和11年としてくだ
 さい。

31
（令和6年11月
19日更新）
審査基準

任意組織で補助事業を活用する場合
に、構成員の中にGAPを取得している
構成員がいた場合は、審査の際にGAP
の加点があるのか。

構成員全員がGAPを取得している場合は満点（7点）を加点します。
構成員の一部がGAPを取得（全員は取得していない）の場合は、GAP
加点（7点）を構成員数で割り、その数にGAPを取得している構成員
数をかけた点数を加算します。
なお、小数点以下は切り捨てとして計算します。
（例）
構成員4名の構成員のうち、1名がGAPを取得している場合
7（GAP加算点）÷4（構成員数）≒1（小数点以下切り捨て）
1×1（構成員のうちGAP取得者数）＝1（加算点）


